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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

(注) １ 当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移については記
載しておりません。 

２ 売上高には消費税等は含まれておりません。 
３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、また、第67期中及び第67期におい
ては、１株当たり中間(当期)純損失であり潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

４ 第67期中の中間純損失及び第67期の当期純損失の計上は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等に

よるものであります。 

  

回次 第66期中 第67期中 第68期中 第66期 第67期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 2,036,616 2,043,594 2,458,280 4,325,618 4,606,838 

経常利益 (千円) 23,424 52,155 108,740 78,358 161,278 

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(千円) 7,202 △193,813 47,136 47,235 △211,232

持分法を適用した場合の 
投資損益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 655,200 655,200 655,200 655,200 655,200 

発行済株式総数 (千株) 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 

純資産額 (千円) 929,247 779,113 815,831 985,654 779,766 

総資産額 (千円) 4,096,232 3,940,922 4,256,322 4,105,740 4,073,608 

１株当たり純資産額 (円) 105.61 88.56 92.74 112.02 88.63 

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間(当期) 
純損失(△) 

(円) 0.82 △22.03 5.36 5.37 △24.01

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 22.7 19.8 19.2 24.0 19.1 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 26,945 △13,540 150,490 215,775 114,616

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △4,352 154,316 △87,051 △45,394 166,894

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △14 △30,156 △30,176 △200,025 △60,156

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(千円) 227,099 285,497 429,495 174,877 396,233

従業員数 (名) 191 187 185 187 186 



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更はありま

せん。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(2) 労働組合の状況 

労使関係については、特に記載すべき事項はありません。 

  

従業員数(名) 185 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間期のわが国の経済は、長い低迷期を脱し安定傾向にありますが、資源全般の高騰は大きな不安定要因であ

ります。当社においても昨年の鉄鋼材料に続き、亜鉛(メッキ用)等の高騰はコスト高となり収益を圧迫しつつあり

ます。 

このような状況下、当社の全体売上高は2,458百万円と前年同期比414百万円（20.3％）の増加となりました。品

目別では電力各社の設備投資の抑制継続のなか、通信向けの営業を強化し主力の架線金物は1,289百万円と同92百万

円（7.7％）の増加となりました。鉄塔・鉄構についても、通信用鉄塔が好調であったことにより496百万円と同180

百万円（57.3％）の大幅な増加となりました。 

一方、大型構築物に使用されるスタッドの売上高は563百万円と前年同期比130百万円(30.1％)の増加となりまし

た。これは関東地区を中心に大型ビル工事の受注が好調だったことが要因であります。低採算であった照明柱関係

は12百万円に縮小し、その他品目は96百万円の売上高となりました。 

収益面では、主要原料である鉄鋼資材の高止まり及び亜鉛の高騰があり、売上総利益率は20.8％と前年同期比1.3

ポイント低下しましたが、不採算品目の縮小と採算管理の徹底を図り、営業利益は99百万円(前年同期比50百万円

増)、経常利益も108百万円（前年同期比56百万円増）とほぼ倍増しております。 

結果、当中間期は法人税、住民税及び事業税60百万円を差引き、中間純利益は47百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ33百万円増加し、当中間期末

には429百万円となりました。 

なお、当中間期における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期において営業活動の結果得られた資金は、150百万円（前年同期比164百万円増加）となりました。これ

は主に減価償却および引当金の増減を加味した税引前の中間純利益が173百万円（前年同期比75百万円増加）、原材

料等の仕入条件を見直した結果、減少運転資金が61百万円と資金負担が軽減されたこと及び法人税等の支払が94百

万円であったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期において投資活動の結果使用した資金は87百万円（前年同期は154百万円の収入）となりました。これは

主に有形無形固定資産の取得による支出が76百万円（前年同期比60百万円増加）であったことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期において財務活動の結果使用した資金は30百万円（前年同期比0百万円増加）で、これは主に長期借入金

の返済によるものであります。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は、標準原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 仕入実績 

当中間会計期間における仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は、実際仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 受注実績 

当中間会計期間における受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は、販売予定価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  生産高(千円) 前年同期比(％) 

架線金物 833,942 4.4 

鉄塔・鉄構 405,347 44.9 

スタッド 238,498 40.1 

照明柱 2,856 △81.2 

その他 7,269 △70.6 

合計 1,487,914 15.5 

  仕入高(千円) 前年同期比(％) 

架線金物 184,606 15.7 

鉄塔・鉄構 18 △99.1 

スタッド 231,491 26.2 

その他 68,070 72.2 

合計 484,187 25.8 

  
受注高 受注残高 

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％) 

架線金物 1,250,927 8.7 96,018 46.2 

鉄塔・鉄構 627,626 19.5 369,332 30.5 

スタッド 459,916 △35.2 337,482 △17.5 

照明柱 13,546 △35.8 1,430 △76.3 

その他 109,200 47.1 13,768 2150.5 

合計 2,461,217 △0.8 818,031 7.0 



(4) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

  

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  販売高(千円) 前年同期比(％) 

架線金物 1,289,332 7.7 

鉄塔・鉄構 496,194 57.3 

スタッド 563,407 30.1 

照明柱 12,903 △44.3 

その他 96,440 29.2 

合計 2,458,280 20.3 

相手先 
前中間会計期間 当中間会計期間 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

全国通信用機器材工業協同組合 219,483 10.7 249,872 10.2 



３ 【対処すべき課題】 

主要取引先である電力業界は、設備投資の鈍化・省エネ機器の浸透・少子化等もあり需要の増加は見込めず、新規

の設備投資は引続き抑制基調にあります。特に当社の主力製品である配電用資材（鉄塔・架線金物）は減少傾向にあ

り、単価面でも原材料の鉄・亜鉛（メッキ材）等の値上げを吸収した上での原価低減を強く求められております。 

通信業界においては携帯電話等の高品質・高積度化が指向され、今後とも通信設備の需要が見込まれ、当社の技術

向上を図り積極的な営業活動を展開いたします。 

スタッド関連の建設業界は採算重視の営業方針のもと、納入価格・施工期限・品質等について厳しい要請がありま

す。同事業は責任施工を前提に受注しており、売上増加に伴い優秀な施工業者を組織化することが急務になりつつあ

ります。 

以上の既存分野で安定した収益を確保するため、取引先別・商品別毎の採算管理と工場の生産性向上をはかること

が重要課題であります。 

また新製品・新分野の開拓・拡大も重要であります。 

「光通信工事材料」の受託生産が業績の柱となりつつありますが、他に得意分野である「鉄関連製品」において提

案活動を展開することで業務の拡大を図ってまいります。 

遊休地である千葉工場跡地は、高速道路のインターチェンジに隣接しており、近時周辺環境が格段に整備されつつ

あり、その動向によっては売却以外にも活用策を検討してまいります。 

富山工場は市街地の中心部に位置しており、周辺環境への影響も考慮し将来的には移転を計画しております。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

研究開発の基本方針は、お客様ニーズであるコストダウンの要請にお応えするため、既存の製品、技術の改良、改

善に力点を置いた「ＶＡ・ＶＥ提案」、および当社の豊富な経験と新技術をシーズに、将来を見据えた「新製品、新

技術の研究、開発」を柱としております。 

その体制は、お客様ニーズが地域特性、作業環境などと密接にかかわっていることから、開発担当チームを各工場

に配し迅速・的確に対応しております。また試作・試験等は必要に応じ全社一丸となって取組む柔軟な組織運営を行

っております。 

平成18年度上期は、電力会社向けＶＡ提案の採用や、環境関連製品の開発などの成果を収めました。 

（主な開発品） 

①アプセット型ボルト・電力 

②Ｖ型アンテナ取り付け金物 

③空缶選別・プレス機 

④融雪パネルヒーター取付金具 

⑤耐雷ホーンスペーサー 

この結果、当中間会計期間の研究開発費の総額は30,393千円となりました。 

なお、研究開発費は、開発チームの人件費を品目別に区分することは困難なため、品目別金額については記載して

おりません。 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間会計期間において新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

  

  

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 28,000,000 

計 28,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月19日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 8,800,000 8,800,000
ジャスダック
証券取引所 

― 

計 8,800,000 8,800,000 ― ― 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成18年４月１日 
～ 

平成18年９月30日 
― 8,800 ― 655,200 ― 308,426

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

㈱ニューオータニ 東京都千代田区紀尾井町４番１号 2,168 24.64 

奈迫昭子 東京都千代田区 1,388 15.78 

大谷正子 東京都千代田区 1,283 14.58 

三菱商事㈱ 東京都千代田区丸の内２丁目３－１ 1,000 11.36 

大谷富山取引先持株会 富山県射水市戸破3456 338 3.84 

㈱三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 300 3.41 

大谷鹿沼取引先持株会 東京都品川区西五反田７丁目22－17 298 3.39 

㈲オオタニファンド 東京都品川区西五反田７丁目22番17号 180 2.05 

㈱北陸銀行 富山県富山市堤町通り１丁目２番26号 150 1.70 

㈱みずほ銀行 
東京都中央区晴海１丁目８－12
晴海アイランドトリトンスクエアＺ棟 
(常代)資産管理サービス信託銀行㈱ 

150 1.70 

計 ― 7,255 82.45 



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

(注) 「単元未満株式」の株式数の欄には、当社所有の自己株式が880株含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式  2,000 

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

8,789,000 
8,789 ― 

単元未満株式 
普通株式 

9,000 
― １単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 8,800,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 8,789 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
株式会社大谷工業 

東京都品川区西五反田 
７－22－17 

2,000 ― 2,000 0.02

計 ― 2,000 ― 2,000 0.02

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 295 268 245 240 260 245 

最低(円) 240 242 220 230 210 216 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成して

おります。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)及

び当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより

中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社の子会社大谷エンジニアリング㈱は、平成７年10月１日より事実上休眠会社となっており、その資産、売上高

等からみて、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいため、

「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)第５条第２項の規定によ

り、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

なお、大谷エンジニアリング㈱は、平成18年８月10日に清算いたしました。 



【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)                

Ⅰ 流動資産                

現金及び預金     285,497   429,495    396,233  

受取手形 ※６   400,408   483,209    441,704  

売掛金     858,665   977,585    1,033,642  

たな卸資産     963,233   901,285    808,483  

その他     53,168   19,550    14,269  

貸倒引当金     △258   △292    △296  

流動資産合計     2,560,714 65.0  2,810,833 66.1   2,694,036 66.1

Ⅱ 固定資産                

１ 有形固定資産 ※１,２              

建物     222,113   218,867    213,435  

機械及び装置     273,391   291,364    276,473  

土地     596,841   596,841    596,841  

その他     45,345   89,354    43,345  

有形固定資産合計     1,137,692 28.9  1,196,428 28.1   1,130,095 27.8

２ 無形固定資産     4,577 0.1  5,198 0.1   3,798 0.1

３ 投資その他の資産                

投資有価証券     166,775   184,110    181,985  

その他     97,020   83,530    89,651  

貸倒引当金     △25,858   △23,778    △25,958  

投資その他の 
資産合計     237,937 6.0 243,862 5.7   245,678 6.0

固定資産合計     1,380,208 35.0  1,445,489 33.9   1,379,572 33.9

資産合計     3,940,922 100.0  4,256,322 100.0   4,073,608 100.0

                      



  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)                

Ⅰ 流動負債                

支払手形     560,988   673,538    559,936  

買掛金     322,153   323,421    296,807  

短期借入金 ※２,３   900,000   900,000    900,000  

1年内返済予定 
の長期借入金 ※２,４   60,000 60,000   60,000 

未払法人税等     31,631   63,942    101,590  

未払消費税等 ※５   3,833   13,952    13,060  

その他     111,010   208,601    163,220  

流動負債合計     1,989,617 50.5  2,243,455 52.7   2,094,616 51.4

Ⅱ 固定負債                

長期借入金 ※２,４   710,000   650,000    680,000  

退職給付引当金     404,224   433,048    408,548  

役員退職慰労引当金     ―   59,450    54,650  

その他     57,966   54,537    56,026  

固定負債合計     1,172,191 29.7  1,197,036 28.1   1,199,225 29.5

負債合計     3,161,809 80.2  3,440,491 80.8   3,293,841 80.9

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     655,200 16.6  ― ―   655,200 16.1

Ⅱ 資本剰余金                

資本準備金     308,426   ―    308,426  

資本剰余金合計     308,426 7.8  ― ―   308,426 7.6

Ⅲ 利益剰余金                

利益準備金     5,280   ―    5,280  

中間(当期) 
未処理損失     227,354 ―   244,773 

利益剰余金合計     △222,074 △5.6  ― ―   △239,493 △5.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金     37,919 1.0 ― ―   55,991 1.3

Ⅴ 自己株式     △357 △0.0  ― ―   △357 △0.0

資本合計     779,113 19.8  ― ―   779,766 19.1

負債資本合計     3,940,922 100.0  ― ―   4,073,608 100.0

            



  

  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

  資本金     ―   655,200 15.4   ―  

  資本剰余金                

  資本準備金     ―   308,426    ―  

資本剰余金合計     ―   308,426 7.2   ―  

  利益剰余金                

  利益準備金     ―   5,280    ―  

  その他利益剰余金                

繰越利益剰余金     ―   △197,636    ―  

利益剰余金合計     ―   △192,356 △4.5   ―  

  自己株式     ―   △533 △0.0   ―  

株主資本合計     ―   770,735 18.1   ―  

Ⅱ 評価・換算差額等                

  その他有価証券 
  評価差額金    ― 50,006 1.2   ― 

  繰延ヘッジ損益     ―   △4,910 △0.1   ―  

評価・換算差額等 
合計    ― 45,096 1.1   ― 

純資産合計     ―   815,831 19.2   ―  

負債純資産合計     ―   4,256,322 100.0   ―  

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高     2,043,594 100.0  2,458,280 100.0   4,606,838 100.0

Ⅱ 売上原価     1,590,950 77.9  1,946,309 79.2   3,618,459 78.5

売上総利益     452,643 22.1  511,970 20.8   988,378 21.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費     403,785 19.7  412,419 16.8   829,263 18.0

営業利益     48,858 2.4  99,551 4.0   159,115 3.5

Ⅳ 営業外収益 ※１   21,417 1.1  26,764 1.1   38,990 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２   18,121 0.9  17,575 0.7   36,826 0.8

経常利益     52,155 2.6  108,740 4.4   161,278 3.5

Ⅵ 特別利益 ※３   54,790 2.7  486 0.0   56,109 1.2

Ⅶ 特別損失 ※４   272,451 13.4  1,628 0.0   320,121 6.9

税引前中間純利益 
又は税引前中間 
(当期)純損失(△) 

    △165,505 △8.1 107,598 4.4   △102,733 △2.2

法人税、住民税 
及び事業税     28,308 1.4 60,462 2.5   108,499 2.4

中間純利益又は 
中間(当期)純損失 
(△) 

    △193,813 △9.5 47,136 1.9   △211,232 △4.6

前期繰越損失     33,541   ―    33,541  

中間(当期) 
未処理損失     227,354 ―   244,773 

            



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

  

項目 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 資本準備金 利益準備金

その他

利益剰余金
利益
剰余金 
合計 繰越利益

剰余金 

平成18年３月31日残高(千円) 655,200 308,426 5,280 △244,773 △239,493 △357 723,774 

中間会計期間中の変動額               

 中間純利益       47,136 47,136   47,136 

 自己株式の取得           △176 △176 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)       

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) ― ― ― 47,136 47,136 △176 46,960 

平成18年９月30日残高(千円) 655,200 308,426 5,280 △197,636 △192,356 △533 770,735 

項目 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(千円) 55,991 ― 55,991 779,766 

中間会計期間中の変動額         

 中間純利益       47,136 

 自己株式の取得       △176 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △5,984 △4,910 △10,895 △10,895 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △5,984 △4,910 △10,895 36,064 

平成18年９月30日残高(千円) 50,006 △4,910 45,096 815,831 



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

   税引前中間純利益又は 
   税引前中間(当期)純損失(△)  △165,505 107,598 △102,733

   減価償却費   40,381 39,006 82,827 

   減損損失   213,753 ― 214,031 

   貸倒引当金の減少額   △16,719 △2,183 △16,582 

   退職給付引当金の増加額   26,151 24,500 30,475 

   役員退職慰労引当金の増加額   ― 4,800 54,650 

   受取利息及び受取配当金   △4,673 △3,238 △5,888 

   支払利息   17,695 17,574 35,287 

   有価証券等関連益   △54,350 ― △55,806 

   有形無形固定資産除売却損  3,676 1,628 5,239

   土地購入契約解約損   13,867 ― 13,867 

   売上債権の増減額(増加：△)   63,109 14,551 △153,163 

   たな卸資産の増加額   △168,274 △92,801 △13,524 

   仕入債務の増減額(減少：△)   △9,437 140,215 △35,835 

   その他   38,916 8,075 102,767 

    小計   △1,411 259,726 155,610 

   利息及び配当金の受取額   4,676 3,258 5,871 

   利息の支払額   △15,742 △17,631 △31,686 

   法人税等の支払額   △1,063 △94,863 △15,179 

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー  △13,540 150,490 114,616



    

  

   
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

   有形無形固定資産の取得による 
   支出  △15,288 △76,117 △42,456

   有形無形固定資産の売却による 
   収入  1,978 ― 2,038

   投資有価証券の取得による支出   △660 △13,523 △1,314 

   投資有価証券の売却による収入   113,695 ― 154,067 

   出資による支出   △110 △10 △110 

   貸付けによる支出   △1,000 △140 △1,600 

   貸付金の回収による収入   1,700 2,739 2,268 

   土地購入契約手付金回収による 
   収入  54,000 ― 54,000

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー  154,316 △87,051 166,894

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

   長期借入金の返済による支出   △30,000 △30,000 △60,000 

   その他   △156 △176 △156 

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー  △30,156 △30,176 △60,156

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  110,619 33,262 221,355

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   174,877 396,233 174,877 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 
  (期末)残高  285,497 429,495 396,233



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) 有価証券 
  ①子会社株式 
   移動平均法による原価法 
  ②その他有価証券 
   時価のあるもの 
    中間決算末日の市場価格等

に基づく時価法 
    (評価差額は、全部資本直

入法により処理し、売却原
価は、移動平均法により算
定) 

   時価のないもの 
    移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) 有価証券 
    ―――――― 
  
  その他有価証券 
   時価のあるもの 
    中間決算末日の市場価格等

に基づく時価法 
    (評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により
算定) 

   時価のないもの 
    同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) 有価証券 
  ①子会社株式 
   移動平均法による原価法 
  ②その他有価証券 
   時価のあるもの 
    決算末日の市場価格等に基

づく時価法 
    (評価差額は、全部資本直

入法により処理し、売却原
価は、移動平均法により算
定) 

   時価のないもの 
    同左 

 (2) デリバティブ 
    時価法 

 (2) デリバティブ 
    同左 

 (2) デリバティブ 
  同左 

 (3) たな卸資産 
  ①商品及び製品、仕掛品 
    総平均法による原価法によ

っております。 
  ②原材料、貯蔵品 
    移動平均法による原価法に

よっております。 

 (3) たな卸資産 
  ①商品及び製品、仕掛品 
    同左 
  
  ②原材料、貯蔵品 
    同左 

 (3) たな卸資産 
  ①商品及び製品、仕掛品 
    同左 
  
  ②原材料、貯蔵品 
    同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 
    定率法(ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建物
(附属設備を除く)については
定額法) 

    なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。 

建物 ６～38年
機械及び装置 ３～13年

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 
    同左 
  

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 
    同左 

 (2) 無形固定資産 
    自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用
可能期間(５年)に基づく定額
法 

 (2) 無形固定資産 
    同左 

 (2) 無形固定資産 
    同左 

 (3) 長期前払費用 
    均等額償却 

 (3) 長期前払費用 
    同左 

 (3) 長期前払費用 
    同左 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   債権の貸倒れによる損失に備
えるため、回収不能見込額を計
上しております。 

  ・一般債権 
   貸倒実績率法 
  ・貸倒懸念債権等特定の債権 
   財務内容評価法 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   同左 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   同左 

 (2) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるた
め、当期末における退職給付債
務の見込額に基づき、当中間会
計期間末において発生している
と認められる額を計上しており
ます。 

   なお、会計基準変更時差異
(320,443千円)については、10
年による按分額を費用処理して
おりましたが、平成16年３月期
に移行等に関する会計処理を行
っているため、当中間期末残高
は111,515千円であります。 

 (2) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債
務の見込額に基づき、当中間会
計期間末において発生している
と認められる額を計上しており
ます。 

   なお、会計基準変更時差異
(320,443千円)については、10
年による按分額を費用処理して
おりましたが、平成16年３月期
に移行等に関する会計処理を行
っているため、当中間期末残高
は86,734千円であります。 

 (2) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるた
め、当期末における退職給付債
務の見込額に基づき計上してお
ります。 

   なお、会計基準変更時差異
(320,443千円)については、10
年による按分額を費用処理して
おりましたが、平成16年３月期
に移行等に関する会計処理を行
っているため、当期末残高は
99,125千円であります。 

――――――  (3) 役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労金の支出に備え
るため、内規に基づく中間期末
要支給額を計上しております。 

（追加情報） 
   従来、役員退職慰労金は、支
出時の費用として処理しており
ましたが、前事業年度下期より
「役員退職慰労金内規」に基づ
く期末要支給額を役員退職慰労
引当金として計上する方法に変
更いたしました。 

   従って、前中間会計期間は従
来の方法によっており、当中間
会計期間と同一の方法を採用し
た場合と比べ、前中間会計期間
の営業利益及び経常利益は
3,390千円多く、税引前中間純
損失は49,220千円少なく計上さ
れております。 

  
  

 (3) 役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労金の支出に備え
るため、内規に基づく期末要支
給額を計上しております。 

（会計方針の変更） 
   従来、役員退職慰労金は、支
出時の費用として処理しており
ましたが、当期より内規に基づ
く期末要支給額を役員退職慰労
引当金として計上する方法に変
更いたしました。 

   この変更は、役員退職慰労引
当金の計上が会計慣行として定
着しつつあることを踏まえ、内
規の整備を機に役員の在任期間
にわたって費用配分することに
より、財務内容の健全化及び期
間損益のより適正化を図るため
に行うものであります。 

   この変更により当期負担額
8,820千円は販売費及び一般管
理費に計上し、過年度相当額
45,830千円は特別損失として計
上しております。これにより、
従来と同一基準によった場合と
比較して、経常利益は8,820千
円少なく、税引前当期純損失は
54,650千円多く計上しておりま
す。 

  



  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

       なお、役員退職慰労金内規の
整備が決算日後の取締役会で行
われたため、当中間期は従来の
方法によっております。従っ
て、当中間期は変更後の方法に
よった場合に比べ、経常利益は
3,390千円多く、税引前中間純
損失は49,220千円少なく計上さ
れております。 

４ リース取引の処理方法 
  リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によっておりま
す。 

４ リース取引の処理方法 
   同左 

４ リース取引の処理方法 
   同左 

５ ヘッジ会計の方法 
 (1) ヘッジ会計の方法 
   繰延ヘッジ処理を適用してお
ります。 

５ ヘッジ会計の方法 
 (1) ヘッジ会計の方法 
   同左 

５ ヘッジ会計の方法 
 (1) ヘッジ会計の方法 
   同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ・ヘッジ手段 金利スワップ 
  ・ヘッジ対象 借入金 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
   同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
   同左 

 (3) ヘッジ方針 
   借入金に係る金利変動リスク
を回避する目的で、対象物の範
囲内に限定してヘッジしており
ます。 

 (3) ヘッジ方針 
   同左 

 (3) ヘッジ方針 
   同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 
   契約の内容等によりヘッジに
高い有効性が認められるため、
ヘッジの有効性の判定を省略し
ております。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 
   同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 
   同左 

６ 中間キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 

  手許現金、随時引き出し可能な
預金及び容易に換金可能であり、
かつ、価値の変動について僅少な
リスクしか負わない取得日から３
ヶ月以内に償還期限の到来する短
期投資からなっております。 

６ 中間キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 

   同左 

６ キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金の範囲 

   同左 

７ その他中間財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項 

   消費税等の会計処理について 
    消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によってお
ります。 

７ その他中間財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項 

   消費税等の会計処理について 
    同左 

７ その他財務諸表作成のための基
本となる重要な事項 

   消費税等の会計処理について 
    同左 



会計処理の変更 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 
 当中間会計期間より「固定資産の
減損に係る会計基準」(「固定資産
の減損に係る会計基準の設定に関す
る意見書」(企業会計審議会 平成
14年８月９日))及び「固定資産の減
損に係る会計基準の適用指針」(企
業会計基準委員会 平成15年10月31
日企業会計基準適用指針第６号)を
適用しております。 
 これにより税引前中間純損益に与
える影響は△213,753千円でありま
す。 
 なお、減損損失累計額について
は、改正後の中間財務諸表等規則に
基づき当該資産の金額から直接控除
しております。 

―――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 
 当事業年度から「固定資産の減損
に係る会計基準」(「固定資産の減
損に係る会計基準の設定に関する意
見書」(企業会計審議会 平成14年
８月９日))及び「固定資産の減損に
係る会計基準の適用指針」(企業会
計基準委員会 平成15年10月31日企
業会計基準適用指針第６号)を適用
しております。 
 これにより税引前当期純損失が
214,031千円増加しております。 
 なお、減損損失累計額について
は、改正後の財務諸表等規則に基づ
き当該各資産の金額から直接控除し
ております。 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 
 当中間会計期間から「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準第５号）
及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準適用指針第８
号）を適用しております。 
 従来の「資本の部」の合計に相当
する金額は820,742千円でありま
す。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。 
 なお、中間財務諸表等規則の改正
により、当中間会計期間における中
間財務諸表は、改正後の中間財務諸
表等規則により作成しております。 
  

―――――― 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
  

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

2,796,169千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

2,837,192千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

2,821,075千円 
※２ 担保資産 

   工場財団 

    同上に対する債務額は、短
期借入金810,000千円、長期
借入金770,000千円(内１年内
返済予定の長期借入金60,000
千円)であります。 

建物 11,616千円
土地 520,739 〃 

計 532,356 〃 

建物 149,892千円
機械及び装置 141,238 〃 
土地 50,957 〃 
その他 4,255 〃 

計 346,343 〃 
合計 878,700 〃 

※２ 担保資産 

   工場財団 

    同上に対する債務額は、短
期借入金810,000千円、長期
借入金710,000千円(内１年内
返済予定の長期借入金60,000
千円)であります。 

建物 10,780千円
土地 520,739 〃 

計 531,520 〃 

建物 138,626千円
機械及び装置 117,886 〃 
土地 50,957 〃 
その他 3,814 〃 

計 311,285 〃 
合計 842,806 〃 

※２ 担保資産 

   工場財団 

    同上に対する債務額は、短
期借入金810,000千円、長期
借入金740,000千円(内１年内
返済予定の長期借入金60,000
千円)であります。 

建物 11,182千円
土地 520,739 〃 

計 531,922 〃 

建物 144,030千円
機械及び装置 128,050 〃 
土地 50,957 〃 
その他 4,019 〃 

計 327,057 〃 
合計 858,980 〃 

※３ 当社は、運転資金の効率的な
調達を行うため取引銀行２行と
当座貸越契約を締結しておりま
す。これら契約に基づく当中間
会計期間末の借入未実行残高は
次のとおりであります。 

当座貸越 
極度額の総額 

400,000千円

借入実行残高 ― 〃 

差引額 400,000 〃 

※３ 当社は、運転資金の効率的な
調達を行うため取引銀行２行と
当座貸越契約を締結しておりま
す。これら契約に基づく当中間
会計期間末の借入未実行残高は
次のとおりであります。 

当座貸越 
極度額の総額

400,000千円

借入実行残高 ― 〃 

差引額 400,000 〃 

※３ 当社は、運転資金の効率的な
調達を行うため取引銀行２行と
当座貸越契約を締結しておりま
す。これら契約に基づく当事業
年度末の借入未実行残高は次の
とおりであります。 

当座貸越 
極度額の総額 

400,000千円

借入実行残高 ― 〃 

差引額 400,000 〃 
※４ 財務制限条項 

借入金のうち、シンジケート
ローン契約（当中間会計期間末
残高は、１年内返済予定の長期
借入金60,000千円、長期借入金
710,000千円）については、本契
約上の全ての債務の履行を完了
するまで、次の各号を遵守する
ことを確約しております。それ
に抵触した場合、請求により契
約上の全ての債務について期限
の利益を失い、借入金元本及び
利息を支払うことになっており
ます。 
（条項） 
① 借入人は各年度の決算期の末

日における貸借対照表におけ
る資本の部の金額を655百万円
以上（平成15年3月期末の75%
以上）に維持すること。 

② 借入人は各年度の決算期の末
日における損益計算書におけ
る経常損益を２期連続して損
失としないこと。 

※４ 財務制限条項 
借入金のうち、シンジケート
ローン契約（当中間会計期間末
残高は、１年内返済予定の長期
借入金60,000千円、長期借入金
650,000千円）については、本契
約上の全ての債務の履行を完了
するまで、次の各号を遵守する
ことを確約しております。それ
に抵触した場合、請求により契
約上の全ての債務について期限
の利益を失い、借入金元本及び
利息を支払うことになっており
ます。 
（条項） 
① 借入人は各年度の決算期の末

日における貸借対照表におけ
る純資産の部の金額を655百万
円以上（平成15年3月期末の
75%以上）に維持すること。 

② 借入人は各年度の決算期の末
日における損益計算書におけ
る経常損益を２期連続して損
失としないこと。 

※４ 財務制限条項 
借入金のうち、シンジケート
ローン契約（当期末残高は、１
年内返済予定の長期借入金
60,000千円、長期借入金680,000
千円）については、本契約上の
全ての債務の履行を完了するま
で、次の各号を遵守することを
確約しております。それに抵触
した場合、請求により契約上の
全ての債務について期限の利益
を失い、借入金元本及び利息を
支払うことになっております。 
（条項） 
① 借入人は各年度の決算期の末

日における貸借対照表におけ
る資本の部の金額を655百万円
以上（平成15年3月期末の75%
以上）に維持すること。 

② 借入人は各年度の決算期の末
日における損益計算書におけ
る経常損益を２期連続して損
失としないこと。 

※５ 消費税等の取扱い 
   仮払消費税等及び仮受消費税
等は相殺のうえ、未払消費税等
として表示しております。 

※５ 消費税等の取扱い 
   同左 

―――――― 
  



  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

―――――― ※６ 中間会計期間末日満期手形の
処理 

   当中間会計期間末日は、金融
機関の休日でありますが、満期
日に決済が行われたものとして
処理しております。中間会計期
間末残高から除かれている中間
会計期間末日満期手形は、次の
とおりであります。 

  
受取手形  64,747千円 

  

―――――― 

――――――  ７ 偶発債務 

   下記の会社のリース債務に対
して次のとおり債務保証を行っ
ております。 

 (有)横浜商会 6,191千円

   計 6,191千円

 ７ 偶発債務 

   下記の会社のリース債務に対
して次のとおり債務保証を行っ
ております。 

  
  

 (有)横浜商会 7,338千円

   計 7,338千円



(中間損益計算書関係) 
  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 234千円
受取配当金 4,438 〃 

作業屑等 
売却収入 

11,317 〃 

※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 205千円
受取配当金 3,032 〃 

作業屑等 
売却収入 

17,450 〃 

※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 467千円
受取配当金 5,420 〃 

作業屑等 
売却収入 

24,809 〃 

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 17,695千円

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 17,574千円

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 35,287千円

※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券 
売却益 

54,350千円

貸倒引当金 
戻入益 

439 〃 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 
戻入益 

486千円

※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券 
売却益 

55,806千円

貸倒引当金 
戻入益 

302 〃 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除 
売却損 

3,676千円

(内訳)  

固定資産 
除却損 

3,649千円

建物 17 〃 

機械及び 
装置 

2,788 〃 

その他 843 〃 

固定資産 
売却損 

27千円

その他 27 〃 

役員退職 
慰労金 

41,154千円

土地購入契約 
解約損 

13,867 〃 

減損損失 213,753 〃 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産 
除却損 

1,628千円

建物 52 〃 

機械及び 
装置 

1,376 〃 

その他 199 〃 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除 
売却損 

5,239千円

(内訳)  

固定資産 
除却損 

5,108千円

建物 17 〃 

機械及び 
装置 

4,248 〃 

その他 843 〃 

固定資産 
売却損 

130千円

車輌及び 
運搬具 

64 〃 

電話加入権 65 〃 

役員退職 
慰労金 

41,154千円

過年度役員退
職慰労引当金
繰入額 

45,830 〃 

土地購入契約 
解約損 

13,867 〃 

減損損失 214,031 〃 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 39,218千円
無形固定資産 446 〃 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 37,536千円
無形固定資産 512 〃 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 80,323千円
無形固定資産 875 〃 
    



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 ６ 減損損失 
   当社は各工場別にグルーピン

グしており、遊休資産について
は当該資産単独で資産のグルー
ピングを行っております。 

   当中間会計期間においては、
以下の資産について減損損失を
計上しました。 

  

  
   当社の保有する上記遊休資産

については、帳簿価額に比べ市
場価額が著しく下落したため、
帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失
(213,753千円)として特別損失
に計上しました。 

   なお、回収可能価額は正味売
却価額により測定しており、時
価については不動産鑑定評価ま
たは固定資産税評価額に基づい
て算定しております。 

用途 種類 場所 
金額 
(千円) 

遊休 土地 
千葉県 
山武郡 

200,492 

遊休 
建物・ 
その他 

千葉県 
山武郡 

13,260 

計 213,753 

――――――  ６ 減損損失 
   当社は各工場別にグルーピン

グしており、遊休資産について
は当該資産単独で資産のグルー
ピングを行っております。 

   当事業年度においては、以下
の資産について減損損失を計上
しました。 

  

  
   当社の保有する上記遊休資産

については、帳簿価額に比べ市
場価額が著しく下落したため、
帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失
(213,753千円)として特別損失
に計上しました。 

   なお、回収可能価額は正味売
却価額により測定しており、時
価については不動産鑑定評価ま
たは固定資産税評価額に基づい
て算定しております。 

   また、上記の他に電話加入権
の遊休分について減損損失(277
千円)を計上しております。 

用途 種類 場所 
金額 
(千円) 

遊休 土地 
千葉県 
山武市 

200,492 

遊休
建物・ 
その他 

千葉県 
山武市 

13,260 

計 213,753 



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項 

  

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

自己株式（普通株式）の単元未満株式買取による増加 800株 

  
  

２ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

３ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

発行済株式         

  普通株式(株) 8,800,000 ― ― 8,800,000 

自己株式         

  普通株式(株) 2,080 800 ― 2,880 



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 現金及び現金同等物の中間会計期
間末残高と中間貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係 

(平成17年９月30日現在) 
現金及び預金勘定 285,497千円

現金及び現金同等物 285,497 〃 

 現金及び現金同等物の中間会計期
間末残高と中間貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係 

(平成18年９月30日現在) 
現金及び預金勘定 429,495千円

現金及び現金同等物 429,495 〃 

 現金及び現金同等物の期末残高と
貸借対照表に掲記されている科目の
金額との関係 

(平成18年３月31日現在) 

  

現金及び預金勘定 396,233千円

現金及び現金同等物 396,233 〃 



(リース取引関係) 
  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファイ
ナンス・リース取引 
① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間
期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファイ
ナンス・リース取引 
① リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額及び中間
期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファイ
ナンス・リース取引 
① リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額及び期末
残高相当額 

有形固定資産 
 その他 

無形固定資産 

合計 

取得価額相当額 71,538千円

減価償却 
累計額相当額 

31,931 〃 

中間期末 
残高相当額 

39,607 〃 

取得価額相当額 9,486千円

減価償却 
累計額相当額 

158 〃 

中間期末 
残高相当額 

9,327 〃 

取得価額相当額 81,024千円

減価償却 
累計額相当額 

32,089 〃 

中間期末 
残高相当額 

48,935 〃 

有形固定資産 
 その他 

無形固定資産 

合計 

取得価額相当額 65,862千円

減価償却 
累計額相当額 

25,133 〃 

中間期末 
残高相当額 

40,729 〃 

取得価額相当額 11,015千円

減価償却 
累計額相当額 

2,241 〃 

中間期末 
残高相当額 

8,774 〃 

取得価額相当額 76,877千円

減価償却 
累計額相当額 

27,374 〃 

中間期末 
残高相当額 

49,503 〃 

有形固定資産 
 その他 

無形固定資産 

合計 

取得価額相当額 70,539千円

減価償却 
累計額相当額 

31,126 〃 

期末 
残高相当額 

39,412 〃 

取得価額相当額 11,015千円

減価償却 
累計額相当額 

1,139 〃 

期末 
残高相当額 

9,876 〃 

取得価額相当額 81,554千円

減価償却 
累計額相当額 

32,266 〃 

期末 
残高相当額 

49,288 〃 

② 未経過リース料中間期末残高相
当額 
１年以内 15,320千円
１年超 33,614 〃 

計 48,935 〃 

② 未経過リース料中間期末残高相
当額 
１年以内 14,627千円
１年超 34,875 〃 

計 49,503 〃 

② 未経過リース料期末残高相当額 
  
１年以内 14,907千円
１年超 34,381 〃 

計 49,288 〃 
③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 
支払リース料 7,155千円
減価償却費相当額 7,155 〃 

③ 支払リース料及び減価償却費相
当額 
支払リース料 8,714千円
減価償却費相当額 8,714 〃 

③ 支払リース料及び減価償却費相
当額 
支払リース料 15,522千円
減価償却費相当額 15,522 〃 

④ 減価償却費相当額の算定方法 
   リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法によ
っております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 
同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 
同左 

 (注) 取得価額相当額及び未経過
リース料中間期末残高相当額
の算定は、有形固定資産の中
間期末残高等に占める未経過
リース料中間期末残高の割合
が低いため、中間財務諸表等
規則第５条の３において準用
する財務諸表等規則第８条の
６第２項の規定に基づき、支
払利子込み法によっておりま
す。 

 (注) 同左  (注) 取得価額相当額及び未経過
リース料期末残高相当額の算
定は、有形固定資産の期末残
高等に占める未経過リース料
期末残高の割合が低いため、
財務諸表等規則第８条の６第
２項の規定に基づき、支払利
子込み法によっております。 



(有価証券関係) 
  

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 時価のある銘柄は決算日における時価が帳簿価額を30％以上下回っている銘柄について一律減損処理を行っております。 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(平成17年9月30日) 

デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

  

当中間会計期間末(平成18年9月30日) 

デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

  

前事業年度末(平成18年３月31日) 

デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

  

  

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

  

  

(持分法損益等) 

該当事項はありません。 

  

区分 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

取得原価 
(千円) 

中間貸借 
対照表 
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価
(千円) 

中間貸借
対照表 
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価
(千円) 

貸借 
対照表 
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券              

 株式 58,624 122,570 63,945 72,616 146,332 73,716 59,092 144,207 85,114

区分 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券       

 非上場株式 44,205 37,777 37,777 



(１株当たり情報) 
  

(注) １株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失の算定上の基礎は以下の通りであります。 

  

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 88.56円 １株当たり純資産額 92.74円 １株当たり純資産額 88.63円

１株当たり中間純損失 22.03円 １株当たり中間純利益 5.36円 １株当たり当期純損失 24.01円

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、１株当たり
中間純損失であり潜在株式が存在し
ないため、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
存在しないため、記載しておりませ
ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、１株当たり
当期純損失であり潜在株式が存在し
ないため、記載しておりません。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△)(千円) 

△193,813 47,136 △211,232 

普通株式に係る中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△)(千円) 

△193,813 47,136 △211,232 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,798 8,797 8,798 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第67期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月28日関東財務局長に提出。 

  

  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

 

株式会社大谷工業 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社大谷工業の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第67期事業年度の中間会計期間(平成17年４月１日から平成

17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社大谷工業の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

追記情報 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損

に係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

  

平成17年12月19日

取締役会 御中 

監査法人トーマツ   

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士 古  口  昌  巳   ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士 小  島  洋 太 郎  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

 

株式会社大谷工業 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社大谷工業の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第68期事業年度の中間会計期間(平成18年４月１日から平成

18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び

中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社大谷工業の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

  

平成18年12月15日

取締役会 御中 

監査法人トーマツ   

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士 小  島  洋 太 郎  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

 公認会計士 青  柳  淳 一    ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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